
常陽ダイレクトバンキング利⽤規定の改定について 

アクセスジェイにおける「住所・電話番号の変更」「円定期預⾦のお取引」「公共料⾦⼝座振替の
お申込み」の終了に伴い、2024 年 8 ⽉ 19 ⽇（⽉）付で以下の通り改定いたします（終了するメニ
ューに関する記載を削除いたします）。 

改定前 改定後 
第１条 常陽ダイレクトバンキング「アクセス
ジェイ」とは 
１．常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェ

イ」（以下「アクセスジェイ」といいます）
とは、契約者がパソコンやモバイル機器等
を通じて、インターネットにより当⾏に次
の取引の依頼を⾏い、当⾏がその⼿続を⾏
うサービスをいいます。 

⼝座情報（残⾼・⼊出⾦明細等）の照会、
振替・振込取引、定期預⾦取引、外貨預⾦
取引、投資信託取引、ローン取引（明細照
会・⼀部繰上返済等）、住所変更届出、公
共料⾦預⾦⼝座振替の申込、税⾦・各種料
⾦払込み等 

第１条 常陽ダイレクトバンキング「アクセス
ジェイ」とは 
１．常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェ

イ」（以下「アクセスジェイ」といいます）
とは、契約者がパソコンやモバイル機器等
を通じて、インターネットにより当⾏に次
の取引の依頼を⾏い、当⾏がその⼿続を⾏
うサービスをいいます。 

⼝座情報（残⾼・⼊出⾦明細等）の照会、
振替・振込取引、外貨預⾦取引、投資信託
取引、ローン取引（明細照会・⼀部繰上返
済等）、税⾦・各種料⾦払込み等 

第４条 取引指定⼝座の届出 
１．代表⼝座と関連⼝座は、アクセスジェイの

資⾦移動取引（振替・振込取引、定期預⾦
取引、外貨預⾦取引、投資信託取引）にお
いて、⽀払⼝座および⼊⾦⼝座として利⽤
することができます。（以下略） 

第４条 取引指定⼝座の届出 
１．代表⼝座と関連⼝座は、アクセスジェイの

資⾦移動取引（振替・振込取引、外貨預⾦
取引、投資信託取引）において、⽀払⼝座
および⼊⾦⼝座として利⽤することができ
ます。（以下略） 

第６条 関連⼝座 
（１）定期預⾦⼝座は通帳式定期預⾦⼝座に

限ります。なお、積⽴式定期預⾦⼝座は登
録できません。 

第６条 関連⼝座 
（１）定期預⾦⼝座は通帳式定期預⾦⼝座に

限ります（照会サービスのみ利⽤できま
す）。なお、積⽴式定期預⾦⼝座は登録で
きません。

第１７条 定期預⾦取引 
１．内容 

契約者はアクセスジェイにより、関連⼝座と
して届出の定期預⾦⼝座について、次のとお
り、定期預⾦の作成・解約（満期⽇を経過し
た定期預⾦の⽀払を含みます）・解約予約・
満期⽇取扱条件変更の依頼を⾏うことがで
きます。（以下略）

（第 17 条は記載削除） 

第２１条 公共料⾦預⾦⼝座振替の申込 
１．内容 

契約者はアクセスジェイにより、代表⼝座ま

（第 21 条は記載削除） 



 

たは関連⼝座に届出の普通預⾦⼝座を⾃動
引落⼝座とした公共料⾦の⽀払に関する預
⾦⼝座振替契約の申込をすることができま
す。（以下略） 

第２７条 届出事項の変更等 
１．契約者は、代表⼝座または関連⼝座につい

て、印章、⽒名、住所、電話番号、その他
の届出事項に変更があったときには、各種
預⾦規定およびその他の取引規定に従い、
ただちに当⾏所定の書⾯によって取引店に
届出るものとします。代表⼝座または関連
⼝座について、住所・電話番号の変更につ
いては、各種預⾦規定およびその他の取引
規定にかかわらず、アクセスジェイにより
届出を⾏うことができます。 

２．契約者の取引内容によっては、アクセスジ
ェイによる住所変更取引の受付ができませ
ん。この場合、取引店店頭または郵送にて
⼿続を⾏うものとします。 

３．アクセスジェイによる住所変更取引は、原
則として受付⽇の翌々営業⽇に実施しま
す。 

第２５条 届出事項の変更等 
1. 契約者は、代表⼝座または関連⼝座につい

て、印章、⽒名、住所、電話番号、その他
の届出事項に変更があったときには、各種
預⾦規定およびその他の取引規定に従い、
ただちに当⾏所定の⽅法によって届出る
ものとします。 

第２８条 取引内容の確認 
（１）アクセスジェイにより⾏った取引内容

の照会は、公共料⾦預⾦⼝座振替申込およ
び住所変更など⼀部の取引を除き、アクセ
スジェイにより確認することができます。
今後、利⽤可能な取引が追加される場合
も、原則として同様とします。 

第２６条 取引内容の確認 
（１）アクセスジェイにより⾏った取引内容

の照会は、⼀部の取引を除き、アクセスジ
ェイにより確認することができます。今
後、利⽤可能な取引が追加される場合も、
原則として同様とします。 

 


